
千葉市市民自治によるまちづくり条例　逐条解説書（案）の主な修正箇所について

頁 見出し 修正箇所 修正内容

表紙 タイトル 逐条解説書→解説書

〃 右下 キャッチコピーを追加

1 条例改正のポイント タイトル下 リード文を追加

2 はじめに
１　「市民自治によるまち
づくり条例」とは？

「Ｐ８（コラム）参照」を追加

〃 〃
２　条例を改正した目的
は？

（解説）地域の実情に合ったまちづくりの実現に向け、
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　 将来に引き継ぎたいと思えるまちの実現に向け、

3 〃
４　条例の改正で何が変
わる？

（枠内）条例を活用することが何より大切
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　 条例を理解し、実践することが何より大切

〃 〃 〃
（解説）みんなが理解し活用していくことで
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　 みんなが理解し、実践していくことで

〃 改正までの背景と主な取組み
100人規模の大ワーク
ショップ

写真の差替え

5 条例の構成 前文の補足説明
「『わたしたち（市民＝まちづくりの担い手）』を主語として」
を追加

6 前文 前文に込めた想い
キーワードは“わたしたち”
　　　　　　　　　　↓
キーワードは“わたしたち”と“ジブンゴト”

7 〃 ＰＯＩＮＴ ジブンゴトに関する記述を追加

〃 〃 〃 ほどよい“おせっかいの精神”に関する記述を追加

〃 〃 解説
（略）必要としているのかを自ら考え、
　　　　　　　　　　↓
（略）必要としているのかをジブンゴトとして捉え、自ら考え、

〃 〃 〃 「地域がどのような～必要としているのかを」を太字へ

8
コラム
地域の実情に合ったまちづくり

交流サロンの運営 取組を始めた背景を追加

9 第１条　目的 解説 イラストの差替え

11 第２条　定義 （１）まちづくり　ＰＯＩＮＴ 重複する語の整理

〃 〃 （１）まちづくり　解説 文章の整理（ジブンゴトの追加など）

〃 〃 〃 「Ｐ１９（コラム）参照」とイラストを追加

13 〃 （６）市民活動団体　解説 「非営利型の一般社団法人・一般財団法人」を追加

〃 〃
（７）地域運営委員会
ＰＯＩＮＴ

様々な団体が一丸となって、
　　　　　　　　↓
様々な団体が一緒に考え、

15 〃
（１０）パブリックコメント
手続　解説

表現の変更

〃 〃 〃 「Ｐ３７（コラム）参照」を追加
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頁 見出し 修正箇所 修正内容

17 第３条　まちづくりの基本理念 解説（２） 見出しとジブンゴトに関する記述を追加

〃 〃 解説（３） 見出しを追加

〃 〃 イメージ図 矢印を弧を描いたものへ変更

19 第４条　市民の役割 ２　解説 当事者意識→ジブンゴトの意識

〃 コラム　地域や市政に関心を！ 小見出し みましょう！→みませんか？

〃 〃 市政だよりの説明
市からのパブリックコメント手続実施のお知らせ
　　　　　　　　　　↓
市からの様々なお知らせ

21 コラム　ちばレポ 新規追加 ちばレポに関するコラムを新規追加

22 第５条　町内自治会の役割 ＰＯＩＮＴ
＜役割②＞（略）情報を収集すること。
　　　　　　　　　　↓
＜役割②＞（略）情報を収集し、発信すること。

26 第７条　地域運営委員会の役割 ４　解説 「負担の軽減」を削除

〃 〃 解説 イメージ図の差替え

30
第１０条
市民の自立的な活動の推進

解説 表現の変更

38 コラム　附属機関の委員 説明 公募委員になることの意義を追加


